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処 分 説 叩 3//

あなたは、平成 19年 頃 (

大阪府公立学校教員 森 岡 英 仁/

メン藁璽馨肇LttLξ写 脅
。)と プライベートで 1回会い、自身の車で遊び

してい

(以下、「被害生徒」という

に出かけた。/
その後、あなたは、被害生徒を自宅へ連れ帰り、寝室で横になっている被

害生徒に添い寝やハグをしたほか、被害生徒に対し、着衣の上から胸や臀部

を触る、おでこや頬、首元にキスをするなど9ゎ い寸つな行為奮行ったシ
これ らのあなたの行為は、学校教育に携わる教育公務員として、全体の奉

仕者たるにふさわしくない非行であり、その職の信用を著:し く失墜するもの

である/
よって、地方公務員法第 2

ずる′

令和7年 8月 18/
大 阪 府 教 育 委 員 会 /

9条第 1項第 1号及び第 3量メより、本職を免

（∪



〔教 示〕    ‐        ,           :
tの処分に不服のあるときは、通知を

‐
受けた日の翌日から起算して3箇月  i

:t以内に、地方公務員法第|?条の2第 1項の規定により
1大阪府人事委員会に

審査請求をすることができます。また、行政事件訴訟法第14条の規定によ
りごの処分の取消しの訴えは1当該審査請求に対する裁決書を受け取った日

の翌日から起算しTo箇炉黙内に本曙rを被告として(訴訟において大阪府     |
を:代表する者は、大阪府教育委員会'となります。)::大阪地方裁判所に提起す  ●
ることが■きます (なお:裁決書を受け最った自あ翌日から起算して6査月

以内であっても、裁決の日:の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消
=

しの訴えを提起することができなくなります。)。       「      :
なお、この処分の取消しの訴えはI地方公務員法第51,条の2の規定によ

り当該審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができないこ

, なiE警FS通身ll逸?言覇霧受ば量奮λ星奪[i5星子警誓し1逼警言釜1  ‐O
. : けるた,緊急?を琴ダゃると言、9`の他裁決を経ないことにつき正当な理 ‐
由があるときは1裁決を経ないでも処分の取消しめ訴えを提起することがで

きます.                    :       .
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